八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画及び
第１期八雲町障がい福祉プラン策定業務　指名型プロポーザル実施要領

１. 目的
本業務は、老人福祉法第20条の８及び介護保険法第117条、「介護保険事業計画に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針について」に基づき、地域包括ケアの一層の推進を念頭においた令和９～11年度を目標年度とする「八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画」及び国や道の動向、障がい者をめぐる環境やニーズを的確に把握し、取り組むべき課題や障がい者福祉施策の方向性、障害福祉サービスの目標量を定める障害者計画・障害福祉計画・障害児計画を一体的とした令和９～14年度を目標年度とする「第１期八雲町障がい福祉プラン」を策定するため、広範にわたる基礎データの収集解析や住民意識の把握など、客観的かつ専門的な情報分析や計画案起案の豊富な経験と高い専門知識を有する優れた企業提案を募集することを目的とする。

２. 業務の概要
（１）業務の名称
八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画及び第１期八雲町障がい福祉プラン策定業務
（２）業務内容
別紙「八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画及び第１期八雲町障がい福祉プラン策定支援業務仕様書」による。
（３）委託契約期間
契約締結の日から令和９年３月24日まで。
（４）委託契約上限額
八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画
金５，６６３，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
第１期八雲町障がい福祉プラン
金４，６２０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）
※予定価格については、本上限額の範囲で別途設定する。

３．選定方法
　　指名型プロポーザル方式により選定する

４ スケジュール
	内　容
	日　程

	①指名通知及び仕様書等の送付
	令和８年５月７日（木）

	②参加意思確認
	令和８年５月８日（金）から
令和８年５月18日（月）午後５時まで

	③質問の受付
	令和８年５月８日（金）から
令和８年５月18日（月）午後５時まで

	④質問の回答
	令和８年５月20日（水）までに電子メールにて回答

	⑤企画提案書の提出
	令和８年５月21日（木）から
令和８年５月28日（木）までの土、日、祝日を除く午後５時まで（郵送場合は必着）

	⑥プレゼンテーション
	令和８年６月１日（月）の予定。
時間等の詳細は令和８年５月22日（金）までに電子メールにて連絡

	⑦結果通知
	令和８年６月４日（木）までに電子メールにて連絡

	⑧契約の締結
	令和８年６月８日（月）の予定



５．参加申し込み
　　このプロポーザルに参加させる事業者には、「プロポーザル参加指名通知書」、「参加意思表明書（様式２）」、「類似契約業務実績書（様式３）」、「質問票（様式４）」、「実施要領」及び「仕様書」を送付します。
このプロポーザルに参加する意思がある場合は、「参加意思表明書（様式２）」と「類似契約業務実績書（様式３）」を提出してください。提出がない場合、プロポーザルへの参加は認められません。
（１）受付期間
令和８年５月８日（金）から令和８年５月18日（月）午後５時まで
※提出期限までに必着のこと
（２）提出先
〒049-3117　二海郡八雲町栄町13番地1
八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ内
保健福祉課　（担当：右門）
電話番号　0137-64-2111　FAX 0137-63-4411
E-mail：hoken@town.yakumo.lg.jp　
（３）提出方法
　　「参加意思表明書（様式２）」と「類似契約業務実績書（様式３）」に必要事項を記入し、上記提出先へ郵送又は持参してください。

６．質問の受付及び回答
　　このプロポーザルに関して質問がある場合は、「質問票（様式４）」を提出してください。
（１）受付期間
　令和８年５月８日（金）から令和８年５月18日（月）午後５時まで
（２）提出先
　〒049-3117　二海郡八雲町栄町13番地1
　　八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ内
　保健福祉課　（担当：右門）
E-mail：hoken@town.yakumo.lg.jp
（３）提出方法
　　「質問票（様式４）」に必要事項を記入し、電子メールにて提出してください。電子メールの表題を「福祉計画プロポーザル質問（事業者名）」とし、メール送信後に確認の電話をしてください。電子メール以外での質問（電話での問い合わせ等）については回答いたしません。
（４）回答
　質問の回答は、令和８年５月20日（水）までに、全ての参加事業者へ電子メールにて回答いたします。

７．企画提案書の提出方法
　　参加事業者は、以下のとおり選考に必要な書類を持参又は郵送により提出してください。なお、提案は１事業者につき１つの提案の提出に限ります。
（１）提出期間
　令和８年５月21日（木）から令和８年５月28日（木）までの土、日、祝日を除く午後５時まで
※提出期限までに必着のこと
（２）提出書類
　　　①企画提案書・・・提案書表紙のみ指定様式（様式１）。その他は任意様式による。ただし、Ａ４サイズで簡潔に分かりやすくまとめること。また、本業務の費用の範囲内で提案者の専門的な立場から八雲町にとって有益な提案があれば記載すること。
　　　②実施体制調書・・指定様式（様式５）による。
　　③業務工程・・・・任意様式による。
　　④見積書・・・・・任意様式による。業務全体の合計金額を記載するとともに、「八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画」及び「第１期八雲町障がい福祉プラン」ごとの見積額並びに積算内訳を記載した内訳書を提出すること。
　　上記の①から④は各12部（正本１部・複写11部）作成すること。
（３）提出先
　〒049-3117　二海郡八雲町栄町13番地1
　　八雲町総合保健福祉施設シルバープラザ内
　保健福祉課　（担当：右門）

８．審査方法
審査は八雲町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画及び第１期八雲町障がい福祉プラン策定業務事業者選考委員会で行い、評価が最も優れている事業者を選定するため、プレゼンテーションを行います。プレゼンテーションの出席者は４名以内とし、業務責任者となる方は必ず出席してください。プレゼンテーションの時間は30分以内で、その後の質疑応答（10分程度）を行う予定です。
（１）評価
　　評価は、別紙「審査基準表」による。
　　評価の合計点が上位の者を契約予定者事業者に決定し、次に得点の高かった者を、次点の契約予定事業者として決定します。
　　最高得点に同数があった場合は、選考委員会が決定します。
　　契約予定事業者が何らかの理由により契約を行なえなかった場合は、次点の者を契約予定事業者とします。
（２）審査結果
　　審査結果は、令和８年６月４日（木）までに参加した全ての事業者に電子メールにて通知します。
（３）その他
企画提案書を基にプレゼンテーションを行うこととし、当日の追加資料配布などによる説明は不可とする。ただし、説明用としてのパワーポイント等の利用は許可する。
　　プロジェクター及びスクリーン、ノートＰＣは町で用意するが、それ以外の備品が必要な場合は各自で用意すること。
　　なお、審査委員会での選考は非公開とします。
　　また、選考結果に対する異議申立ては受理しません。

９．結果の公表
　　審査結果については、八雲町ホームページで公表する予定。

10．契約の締結
　　本業務の委託先業者に選定された業者は、八雲町と協議の上、契約に必要な書類を揃え、速やかに契約を締結するものとする。
　なお、契約保証金については、八雲町財務規則（平成17年10月１日規則第41号）第145条の規定によるものとする。

11．参加事業者の失格
　次のいずれかに該当する場合は失格となります。
（１）地方自治法施行令第167条の４の規定に該当する場合
（２）八雲町競争入札参加資格者指名停止事務処理要領の別表第１及び別表第２のいずれかに該当する場合。
（３）地方公共団体の策定する保健・福祉計画の業務受託実績を北海道内において有していない場合。 
（４）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者。
（５）八雲町暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団、同条３号に規定する暴力団関係事業者に該当する場合。
（６）「企画提案書の提出方法」の提出期限までに提出書類が提出されなかった場合
（７）提出書類に虚偽の記載があった場合
（８）各計画の見積額のうち、いずれか一つでもそれぞれ定める予算上限額を超えている場合
（９）プレゼンテーションに参加しなかった場合
（10）審査の公平性を害する行為があった場合
（11）前各号に定めるもののほか、提案に当たり著しく審議に反する行為等、選考委員会委員長が失格であると認めた場合

12．その他留意事項
（１）このプロポーザルに参加する費用は全て参加する事業者の負担とする。
（２）提出書類の提出後の修正又は変更はできない。ただし、やむを得ない理由により修正又は変更が生じた場合で、八雲町が承諾したものについてはこの限りでない。
（３）提出書類の著作権は、プロポーザル参加者に帰属する。ただし、八雲町が本案件のプロポーザルに関する報告、公表のため必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ずに提出書類の内容を無償で使用できるものとする。また、本案件に係る情報公開請求があった場合は、八雲町情報公開条例に基づき、提出書類を公開することがある。
（４）提出された書類は返却しない。
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